
感染拡大・医療ひっ迫の阻止に向けて

緊急事態宣言に至る前に
感染拡大と医療のひっ迫をここで食い止める必要

▶新規感染者数は、２月２日に初めて1,000人を超え過去最高を更新し、
現状の伸び率で推移すれば、今月中旬には１週間あたりの新規感染者数
は１万人程度（１日当たり1500人程度）まで増加する可能性
▶病床使用率も40％を超え、今月中旬にはレベル３の基準である50％を
超える可能性
▶このまま推移すれば、「コロナ医療のひっ迫」と「救急医療などの通常
医療のひっ迫」がさらに進み、医療崩壊につながる懸念

（１/27～２/20)まん延防止等重点措置区域



• 基本的な感染対策の徹底

今こそ、県民・事業者の皆様に
危機感を持って徹底いただきたいこと

• 会食は４人以下、２時間以内
• テレワークや時差出勤など人との接触機会を減らす



積極的疫学調査の重点化

１.県HPに「職場や学校等で新型コロナウイルス感染症陽性者が
発生した場合の対応」及び「チェックリスト」を掲載

２.事業所(職場・学校等)の担当者からの電話相談を受付 2/7(月)～

2/4(金)

保健所による積極的疫学調査を、以下の対象に重点化（１/17～）
①陽性者本人
②同居家族等
③高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設、医療機関等
④その他クラスター化が懸念される施設等

職場や学校等での感染拡大を防止していくことも引き続き重要

栃木県新型コロナウイルス生活相談センター
電話：028-623-2826（受付時間：平日午前９時～午後５時）



濃厚接触者等に対する対応について

待機期間（１/28～、２/２～）
待機期間(※)を10日→７日に短縮（８日目から解除）ただし、社会機能維持者については、 抗原定性検査
であれば４日目及び５日目、ＰＣＲ等検査であれば５日目の検査で陰性であれば、５日目に解除可能
※濃厚接触者である同居家族等の待機期間の起点(０日目)については、①、②いずれか遅い方
①検査陽性者の発症日（無症状病原体保有者の場合は検体採取日）
②当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日

同居家族等の濃厚接触者が有症状となった場合（１/29～）
同居家族等の濃厚接触者が有症状となった場合、医師の判断により、検査を行わなくとも、臨床症状で
診断することを可能とする（その場合、疑似症患者として届出）

検査の重点化（１/29～）
濃厚接触者の検査については、感染状況に応じて、基礎疾患のある方などリスクの高い方や検査を希望
する方を除き、無症状者の検査を不要とすることを可能とする

療養解除基準（１/28～）
無症状患者については、療養期間を検体採取日から10日→７日に短縮（８日目に解除）

濃厚接触者に対する対応

無症状患者に対する対応


